
徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
四
十
項
を
第
四
十
一
項
と
し
、
第
三
十
七
項
か
ら
第
三
十
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
六
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
三
十
七
項
と
し
、
同
項
の
前

に
見
出
し
と
し
て
「（
旧
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
か
ら
移
行
し
た
法
人
等
に
係
る
法
人
の
県
民
税
の
特
例
）」
を
付
し
、
第
三
十
五
項
を
第
三
十
六
項
と
し
、
第
三
十
二
項
か
ら
第
三
十
四

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
一
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
三
十
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
個
人
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
）」
を
付
し
、
第
三

十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
の
対
象
と
な
る
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
放
棄
）

31

法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
同
項
に
規
定
す
る

入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

2

徳
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
三
十
項
」
を
「
第
三
十
一
項
」
に
、「
第
三
十
一
項
」
を
「
第
三
十
二
項
」
に
、「
第
三
十
二
項
」
を
「
第
三
十
三
項
」
に
、「
第
三
十
三
項
」
を
「
第
三
十
四
項
」
に
、
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徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号



「
第
三
十
五
項
」
を
「
第
三
十
六
項
」
に
、「
第
三
十
六
項
」
を
「
第
三
十
七
項
」
に
、「
第
三
十
七
項
」
を
「
第
三
十
八
項
」
に
、「
第
三
十
八
項
」
を
「
第
三
十
九
項
」
に
、「
第
四
十

項
」
を
「
第
四
十
一
項
」
に
改
め
る
。
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